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対応表No. 令和元年度の教育委員会の施策 施策に関する説明等

・これらの提言は、遺族の保護者と
教育委員会が「このような事案は
二度と起こさない」という約束のも
とに作られている。もう一度、そこ
に立ち返るべきである

・提言に対応する形で改善しなけ
れば、今後、重大事態が発生した
場合に、市や教育委員会の過失が
問われやすくなるのではないか

・提言にかみ合うような形で研修を
していると説明ができるような対応
体制をとる必要がある

・平成26年9月の事案発生から7年
が経過している。その間、教育委
員会や学校は、様々な取組みをし
てきている。改めて、それらの取組
みについて、すべての子どもが楽
しく過ごせるようにという視点を基
軸として、保護者や市民から見ても
わかるよう、施策を「見える化」して
いく必要がある

・教育委員会においては、研修や
育成指標の土台となる子どもの命
を守ることやいじめの防止等を市
民からみてもわかるように、ホーム
ページなどで提示するとよい

・教育委員会が各提言に対して研
修を施策として示しているというこ
とは、教職員の資質向上が課題で
あるということの意思の表われであ
る。同時に、市や教育委員会は、
教職員個人に責任を負わせるとい
う印象を与えないことが重要である

・研修のどこか手を抜いてしまい、
意識が少しでも欠落してしまうと見
逃しが起きたり、その後大変なこと
につながる

・研修は、教育の現場はもちろんの
こと一般的にも重要であり、また、
学校の対応力の向上のためにも重
要である

研
修
全
般
に
つ
い
て

0

第２回及び第３回検証会議意見整理票　　※「対応表No.」は、第1回検証会議資料2-1～2-3（提言と施策の対応表）の左側の番号です。　※斜体の文章は第３回会議で発言されたものです。

大項目 中項目 番号 提言 評　価 改善に向けた方向性
現　状



資料１－４　

対応表No. 令和元年度の教育委員会の施策 施策に関する説明等

第２回及び第３回検証会議意見整理票　　※「対応表No.」は、第1回検証会議資料2-1～2-3（提言と施策の対応表）の左側の番号です。　※斜体の文章は第３回会議で発言されたものです。

大項目 中項目 番号 提言 評　価 改善に向けた方向性
現　状

22 （１）教師のいじめの感知能力の向上

・初任者，中堅教員，ミドルリーダー等の年次研修や管理職を対象とした「児童生徒理解」や「生徒指
導と関係機関の連携」等の講義や演習を実施し，いじめをはじめとする生徒指導の対応力をより高め
られるよう研修を行っている。
・教育委員会が主催した研修会の資料は，講義を担当した講師から了承を得られた場合，順次全教
職員が活用できるパソコンを用いた総合連絡ツール（校務支援システム）に格納し，校内での伝達研
修等で活用ができるようにしている。

23
（２）教師のいじめの聴き取りを行う実践的なスキルの
向上

・各学校において，いじめ対策ハンドブックや教師のための生徒指導ハンドブック等を活用した研修を
行い，教員が児童生徒理解に努めるとともに，児童生徒との信頼関係を構築し，児童生徒自身がいじ
めの被害を早期に相談できるような環境づくりを行っている。教育相談課のいじめ不登校対応支援
チーム訪問時に，各学級の参観を行い，必要に応じて，対応について指導・助言している。
・いじめ事案の事実確認や関係児童生徒への指導，保護者への説明等の対応について，スクールロ
イヤーの協力も得ながら各学校での研修を行い，教員の対応力の向上を進めている。
・全教員がいじめを受けている児童生徒の心理状況を理解し，児童生徒に寄り添った聴き取りなどの
対応を行うことができるよう，各学校においてスクールカウンセラーによる校内研修を年間計画に位置
付けて実施するとともに，相談を受けた場合の児童生徒の特性や状況について，スクールカウンセ
ラーを交えて組織的な対応ができるようスクールカウンセラー全体研修やいじめ対策教員研修を行っ
ている。
・発達障害に関する基本的な知識や対応に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を
行っている。
・令和元年度の特別支援教育実践研究報告会にて有識者を招聘し，「発達障害と少年非行」につい
ての研修を行った。
・精神疾患に係る基本知識や適切な対応等の普及に向け，仙台市精神保健福祉総合センター（はあ
とぽーと仙台）等の職員を講師とした研修等を行っている。

24
（３）より実行性のあるいじめ防止対策
　　　①いじめに対する対応力の底上げ

・新任校長研修で，校長のケース対応について具体的な事例をもとに講義と演習を行った。また，高
等学校等フレッシュ先生１年次研修，フレッシュ先生２年次・４年次研修，臨時的任用教員研修におい
て，具体的な事例検討を主とする実践的な演習を行っている。
・「教職員相談支援室」の紹介を，フレッシュ先生１年次・２年次・３年次・４年次研修，５年次ブロック研
修，ミドルリーダー研修で行った。スクールロイヤーについては，校長研修，教頭研修，中堅教諭等資
質向上研修，フレッシュ先生３年次研修，高等学校等フレッシュ先生１年次研修等で行っている。

27
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
①多様な価値観の尊重と個別性への対応

・令和元年１０月に「人権教育研修」を実施した。令和２年についても１０月に研修会を実施する予定で
ある。

28
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
②特別な配慮を要する生徒への対応力を向上させる

・特別な配慮を要する児童生徒への適切な対応に関する研修について，個々の特性の理解や適切な
支援の日常的な実施に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を行っている。また，教
職員の様子やアンケートの結果等を踏まえ，さらに充実した研修となるよう計画している。
【体制について】
・中学校から高等学校への進学に当たり，適切な支援につなげるための学校間の連携体制の強化を図る目的で
「仙台中高連携サポートシート」を活用した引き継ぎを促進した。平成31年度の活用件数は５３件となり，平成30年
度より１３件増加した。
・学校間の児童生徒の情報の引き継ぎに関して，各小中学校で問題行動や不登校，学習面や生活面等におい
て配慮が必要な児童生徒，また，小学校で行ってきた配慮や対応等について，書面や引き継ぎの会議だけでな
く，中学校入学前に小学校を訪問し，直接確認するなどし，具体的な対応について共有するよう指導している。

16

各学校の養護教諭は，管理職はもとより生徒指導主
事や特別支援教育コーディネーターと協働しつつ，関
係機関との連携により教育相談の質が高められるよ
うに，日々児童生徒を見守ることのできる要職として
中心的役割を果たすようにすること

・教育委員会は，養護教諭について，教職員をはじめスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーとの協働，関係機関との連携など，教育相談における役割等について，再認識の徹底を図るた
め，研修を充実させている。
【体制について】
・教育相談における養護教諭の役割を校務分掌に位置付け，特別支援教育・生徒指導担当者との連携のもと，
児童生徒の心の居場所づくりに努めている。

・教育委員会は、資料「セン
ター研修2019」に養護教諭の
資質能力を明示している

18

教育委員会は，スクールカウンセラーが，子どもの内
面に丁寧に向き合い多様な必要性に応えるとともに，
教職員・保護者が適切に子どもの問題に関わるため
の助言や援助等を行うことができるように，その資質
向上を図ること

・学校スクールカウンセラーに対し，児童生徒の心理状態やその背景・要因を適切に見立てる力量を
高める研修等を充実させている。

7
教育委員会は，管理職候補者を含め，管理職の学校
危機管理能力の伸長を図る施策を行うこと

・学校管理職をはじめ，主幹教諭やミドルリーダー等に対して，危機管理力の更なる向上を目指した
研修等を実施している。（臨時校長研修等）

32 （８）適切な事後の対応

・各学校で，文部科学省作成「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」，「子供の自殺が起きた
時の背景調査の指針」，「不登校重大事態に係る調査の指針」などを校内研修において定期的に取り
上げ，重大事態が発生した場合には，教育委員会と連携を図りながら組織的に対応できるよう取り組
む体制を整えている。
【体制について】
・各学校では，いじめ重大事態が発生した際の対処方針を定め，毎年，年度始めに全教職員で共有している。

・仙台市や教育委員会としてどの
ように対応するのかというところを
明確にすべき

・教育委員会は、いじめ
事案発生後の適切な対
応について全教職員に徹
底するとともに、各学校を
通して、保護者や地域に
も周知を図ること

21
教育委員会は，これらの提案の実現のために人的物
的支援および教職員の労働環境の改善を図ること

・いじめ防止に係る教員の対応力向上のために，学校における研修への講師派遣やいじめ対応の成
功事例を盛り込んだマニュアルの配付等を含めた支援を行っている。

20
教育委員会は，いじめ防止対策推進法第9条に基づ
く保護者の責務について，啓発活動を行うこと

・PTAと連携のうえ，保護者を対象として，家庭教育の重要性やいじめ問題への理解を深める研修等
を実施し，一層の啓発を進めている。

・教育委員会主催の保護者向
け研修として、「市民開放公開
講座」が設定されている

・保護者に関する研修については、
総論としての内容だけでなく、校内
で起こっている（具体的な）ものも含
めて当該保護者だけでなく他の保
護者にも伝わるような研修が必要
ではないか

・教育委員会は、いじめ防
止等をテーマとする教育
委員会主催による保護者
対象の研修等を通して、
保護者の責務について理
解を深めること

・教育センターがフル稼働するくら
い多くの研修を行っている

・提言に対しての施策の実施につ
いては対応しているように見える

・体系図は、教員個人のいじめに対
する感度を上げるという観点からは
よくできていると思う

・座学だけの研修ではなく、受講す
る先生方が納得する形で、この研
修に来てよかったと思うような研修
にしなくてはならない

・学校によって研修量や資質向上
に対する意識に差があるのではな
いか

・研修を受講した教員が、研修内容
を生かして、組織的にいじめ対応を
行うことができるように管理職のマ
ネジメントが必要である

・受講した教職員が研修内容を学
校で伝えたり、力を発揮したりする
には、管理職の指導力による部分
も大きいと思われる

・多くの研修があることから、教育
委員会は、環境整備はしている。
それをどう活かすかというところま
で踏み込んでいくことが提言に対
する施策である

・提言が出された時には無かった
「いじめ対策担当教諭」の研修をど
のように位置づけ活用していくべき
かという視点が必要である

・養護教諭について、要職として対
応するというのであればきちんと学
校の中心として対応する体制をつく
らないといけない

・教育委員会で目指している養護
教諭の中心的役割の実現の難しさ
と見えづらさがある

・いじめに関する研修は、管理
職、いじめ対策担当教諭対象
に限られていたが、ここ数年で
キャリアステージに合わせた
研修も行っている

・研修内容によって、校長判断
で出席する職員を決められる
ものと、あらかじめ出席者が指
定されているものがある

・研修の中には教育委員会が
学校現場の要望を取り入れて
設定したものがある

・研修を大きく分けると、学校
の対応力を上げていくものと
個人の対応力を上げていくも
のがある

・生徒指導担当者会などで、
SNS関係のトラブルなどの対
応事例を持ち寄っての情報交
換を行っている

・組織力の向上に資する研修
体系はない

・教育委員会は、研修を
受講した教員が、研修内
容を伝達したり、研修内
容を生かした実践的な取
組みを展開したりすること
ができるよう、管理職に
周知指導を徹底すること

・教育委員会は、いじめ
の未然防止、早期発見、
対応に係る教員の育成
目標を明確化し、市の
ホームページで公表した
り、各校を通じて保護者
に周知するなど、見える
化を図ること

・教育委員会は、「いじめ
対策担当教諭」の研修を
さらにより良いものにする
ために、どのように位置
づけ活用していくべきか
検討すること

・教育委員会は、養護教
諭の校内の中心的役割
について、ホームページ
で公表したり、各校を通じ
て保護者に周知するな
ど、見える化を図ること
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6
教育委員会は，全市的な研修や協議を行うなどの方
法により，校内研修の実施内容を点検し，充実を図る
こと

・学校のいじめ防止・対応に係る校内研修の充実を図るため，研修事例の紹介や講師派遣を行うとと
もに，生徒指導担当やスクールカウンセラー担当の教員を対象とした研修会を実施し，効果的な研修
方法等の周知を図っている。
・教職員に対するいじめ防止に係る研修会を適時実施している。

16

各学校の養護教諭は，管理職はもとより生徒指導主
事や特別支援教育コーディネーターと協働しつつ，関
係機関との連携により教育相談の質が高められるよ
うに，日々児童生徒を見守ることのできる要職として
中心的役割を果たすようにすること

・教育委員会は，養護教諭について，教職員をはじめスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーとの協働，関係機関との連携など，教育相談における役割等について，再認識の徹底を図るた
め，研修を充実させている。
【体制について】
・教育相談における養護教諭の役割を校務分掌に位置付け，特別支援教育・生徒指導担当者との連携のもと，
児童生徒の心の居場所づくりに努めている。

・養護教諭については、研修
の中で事例を用いて、スクー
ルカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーと協働して学
ぶことができるようにしている

18

教育委員会は，スクールカウンセラーが，子どもの内
面に丁寧に向き合い多様な必要性に応えるとともに，
教職員・保護者が適切に子どもの問題に関わるため
の助言や援助等を行うことができるように，その資質
向上を図ること

・学校スクールカウンセラーに対し，児童生徒の心理状態やその背景・要因を適切に見立てる力量を
高める研修等を充実させている。

・令和元年度に、スクールロイ
ヤーとスクールソーシャル
ワーカーが合同での研修を開
催した実績がある

・スクールロイヤー、スクール
カウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、養護教諭、校
長も含めて意見交換をする連
絡協議会のようなものはない

養護教諭とスクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー、ス
クールロイヤーなどの専門職が合
同で受講する研修の工夫も必要な
のではないか

教育委員会は、養護教諭
やスクールカウンセラーな
どの専門職が、異なる職
種の専門職の役割を理解
し、いじめに対する実践力
を高めるため、異なる職
種の専門職が合同で受講
する研修等を実施するこ
と

（
２

）
全
教
職
員
へ
の
共
有
・
浸
透
に
つ
い
て

１
（２）

１
教
育
委
員
会
に
お
け
る
研
修

（
３

）
多
職
種
間
の
連
携
に
つ
い
て

１
（３）

・研修受講者に対して、所属
校の教職員へ研修内容を周
知するように伝えている

・管理職対象の研修は、必ず
伝達研修を行うことを想定して
いる

・全職員に研修内容が伝わっ
ているかという観点でのチェッ
クは行っていない

・研修の内容が全ての教職員にう
まく伝わる仕組みが必要である

・学校に対して、事案が起きたとき
に伝えなければならないことを伝え
るという体系図にはなっていない

・この提言の趣旨は、仙台市や教
育委員会が、研修内容について全
教職員に伝わっているかを自覚的
に確認するよう求めている

・教育委員会は、受講者に対して
しっかりと伝達研修を行うよう指導
すべきである

・宮城県教育委員会の研修では、
「伝達研修を行うこと」との文言を入
れているので、仙台市でもそのよう
に対応すべきである

・全ての研修について伝達研修す
ることは物理的に無理である

・教育委員会の調査に対して伝達
研修を行ったと回答しても、実際に
事案発生時に、研修の通りに教職
員が動くかどうかは別問題である

・研修内容については素晴らしいも
のを教育委員会が準備している。
生かし切れていない部分があると
すれば何が原因なのか考える必要
がある

・チェックすべきことが多くなりすぎ
ると、チェックが形骸化し、管理の
強化につながる恐れがある。チェッ
クが無くても研修内容を共有できる
職場環境づくりが大切である

・教育委員会として、学校任せにす
ることなく、受講した教職員が主体
的に活躍できるよう、定期的な働き
かけが必要である

・教育委員会は、研修受
講者に対して、研修内容
を全教職員に伝達すると
とともに、研修内容を
日々の指導に積極的に
生かすように周知徹底を
図ること

・教育委員会は、研修内
容が全教職員へ浸透す
よう校内体制の整備につ
いて管理職に周知徹底を
図ること

・教育委員会は、研修を
受講した教員が、研修内
容を具体のいじめの対応
等に結び付けるよう、定
期的に働きかけを行うこ
と



資料１－４　

対応表No. 令和元年度の教育委員会の施策 施策に関する説明等

第２回及び第３回検証会議意見整理票　　※「対応表No.」は、第1回検証会議資料2-1～2-3（提言と施策の対応表）の左側の番号です。　※斜体の文章は第３回会議で発言されたものです。

大項目 中項目 番号 提言 評　価 改善に向けた方向性
現　状

6
教育委員会は，全市的な研修や協議を行うなどの方
法により，校内研修の実施内容を点検し，充実を図る
こと

・学校のいじめ防止・対応に係る校内研修の充実を図るため，研修事例の紹介や講師派遣を行うとと
もに，生徒指導担当やスクールカウンセラー担当の教員を対象とした研修会を実施し，効果的な研修
方法等の周知を図っている。
・教職員に対するいじめ防止に係る研修会を適時実施している。

１
教
育
委
員
会
に
お
け
る
研
修

（
４

）
研
修
の
効
果
測
定
に
つ
い
て

１
（４）

・教育センターで記述式のアン
ケートをとっている。研修した
内容をどう生かしていくかとい
うことも質問している

・感想レベルのアンケートはど
の研修でも取っている

・研修内容が現場で生かされ
ているか、1年後の追跡確認
は行っていない

・2年次、10年次の教員を対象
とする研修では、研修終了
後、一定期間が経過してから
レポートを提出している

・宮城県教育委員会で行って
いる方式は、独立行政法人の
教職員支援機構（NITS）と同じ
方式である

・研修の成果を数値で示すのは難
しい

・学校現場の人的資源、時間的資
源の制限がある中で、評価だけに
着目し過ぎては本末転倒になり得
る。教員の指導力の向上が目的な
のだから、評価のウエイトを下げ固
執し過ぎなくてもいいのではないか

・教育センターで行っているアン
ケートを抽出し、受講者の感想や意
見を確認してはどうか

・受講者一人ひとりに研修の成果を
確認するよりも、教育委員会と各校
長との面談の機会を利用して確認
するとよいのではないか

・（市においても）ミドルリーダーの
いじめ対策担当教諭が、学校の中
のつなぎ役となって、研修で学んだ
ことを生かしたのかデータを見るこ
とができれば、研修内容の向上に
役に立つのではないか

・中核となるいじめ対策担当教諭研
修に焦点を当ててチェックをするな
ど、ポイントを絞ることで改善できる
のではないか

・宮城県のセンターでは、研修内容
をどう活用するか項目を絞ってアン
ケートをしている。ミドルリーダーな
どのコアになる研修については、1
年後に研修内容を生かしたのか追
跡調査をしている

・教育委員会は、教職員
が研修内容を生かしてい
じめ対応を行うことができ
たかを調査研究すること

・教育委員会は、研修受
講者による伝達研修等に
よって、学校のいじめに対
する組織的な対応力が向
上したか、校長ヒアリング
等の機会に聴き取りを行
うこと

・教育委員会は、「いじめ
対策担当教諭」の研修成
果に焦点を当て、さらによ
り良いものにするため
に、どのように位置づけ
活用していくべきか検討
すること

・教育委員会は、効果的
な研修の改善に資するた
め、他都市の先進的な事
例を参考に、より効果の
高い研修の測定の在り方
を研究し実施すること



資料１－４　

対応表No. 令和元年度の教育委員会の施策 施策に関する説明等

第２回及び第３回検証会議意見整理票　　※「対応表No.」は、第1回検証会議資料2-1～2-3（提言と施策の対応表）の左側の番号です。　※斜体の文章は第３回会議で発言されたものです。

大項目 中項目 番号 提言 評　価 改善に向けた方向性
現　状

15
各学校においては，中学生の発達段階の特性を踏ま
えた教育相談の知識とスキルの向上を図ること，自
立の支援と問題解決の支援をバランスよく行うこと

・いじめ対策担当教諭を中心に児童生徒理解に係る校内研修の充実を図り，担任教諭のスキル向上
に努めている。
・教育委員会は，中学校教員について，支援を要する生徒にきめ細かく対応するために，心理や福祉
の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用するなどしながら，教育相
談に係る知識やスキルの向上を図るための研修を充実させている。

22 （１）教師のいじめの感知能力の向上

・初任者，中堅教員，ミドルリーダー等の年次研修や管理職を対象とした「児童生徒理解」や「生徒指
導と関係機関の連携」等の講義や演習を実施し，いじめをはじめとする生徒指導の対応力をより高め
られるよう研修を行っている。
・教育委員会が主催した研修会の資料は，講義を担当した講師から了承を得られた場合，順次全教
職員が活用できるパソコンを用いた総合連絡ツール（校務支援システム）に格納し，校内での伝達研
修等で活用ができるようにしている。

23
（２）教師のいじめの聴き取りを行う実践的なスキルの
向上

・各学校において，いじめ対策ハンドブックや教師のための生徒指導ハンドブック等を活用した研修を行
い，教員が児童生徒理解に努めるとともに，児童生徒との信頼関係を構築し，児童生徒自身がいじめの被
害を早期に相談できるような環境づくりを行っている。教育相談課のいじめ不登校対応支援チーム訪問時
に，各学級の参観を行い，必要に応じて，対応について指導・助言している。
・いじめ事案の事実確認や関係児童生徒への指導，保護者への説明等の対応について，スクールロイヤー
の協力も得ながら各学校での研修を行い，教員の対応力の向上を進めている。
・全教員がいじめを受けている児童生徒の心理状況を理解し，児童生徒に寄り添った聴き取りなどの対応を
行うことができるよう，各学校においてスクールカウンセラーによる校内研修を年間計画に位置付けて実施
するとともに，相談を受けた場合の児童生徒の特性や状況について，スクールカウンセラーを交えて組織的
な対応ができるようスクールカウンセラー全体研修やいじめ対策教員研修を行っている。
・発達障害に関する基本的な知識や対応に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を行って
いる。
・令和元年度の特別支援教育実践研究報告会にて有識者を招聘し，「発達障害と少年非行」についての研
修を行った。
・精神疾患に係る基本知識や適切な対応等の普及に向け，仙台市精神保健福祉総合センター（はあとぽー
と仙台）等の職員を講師とした研修等を行っている。

14

各学校においては，児童生徒が有する個別の課題に
ついて，児童生徒自身が自分の在り方を自分に適し
た進度で考え，中長期の視点をもって生活していくこ
とができるような指導と支援を保護者と充分に相談
し，記録を確認しながら進めること

・教育委員会は，通知等によって「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を活用し，学校と保護
者が課題等を共有し，確認しながら中長期的な指導・支援を進めていくよう周知を図っている。また，
平成３１年度特別支援教育推進資料「個別の教育支援計画・個別の指導計画を作って活かすための
５つの大事なこと」を校内研修で活用するよう働きかけている。

27
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
①多様な価値観の尊重と個別性への対応

・令和元年１０月に「人権教育研修」を実施した。令和２年についても１０月に研修会を実施する予定で
ある。

28
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
②特別な配慮を要する生徒への対応力を向上させる

・特別な配慮を要する児童生徒への適切な対応に関する研修について，個々の特性の理解や適切な
支援の日常的な実施に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を行っている。また，教
職員の様子やアンケートの結果等を踏まえ，さらに充実した研修となるよう計画している。
【体制について】
・中学校から高等学校への進学に当たり，適切な支援につなげるための学校間の連携体制の強化を図る目的で
「仙台中高連携サポートシート」を活用した引き継ぎを促進した。平成31年度の活用件数は５３件となり，平成30年
度より１３件増加した。
・学校間の児童生徒の情報の引き継ぎに関して，各小中学校で問題行動や不登校，学習面や生活面等におい
て配慮が必要な児童生徒，また，小学校で行ってきた配慮や対応等について，書面や引き継ぎの会議だけでな
く，中学校入学前に小学校を訪問し，直接確認するなどし，具体的な対応について共有するよう指導している。

16

各学校の養護教諭は，管理職はもとより生徒指導主
事や特別支援教育コーディネーターと協働しつつ，関
係機関との連携により教育相談の質が高められるよ
うに，日々児童生徒を見守ることのできる要職として
中心的役割を果たすようにすること

・教育委員会は，養護教諭について，教職員をはじめスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーとの協働，関係機関との連携など，教育相談における役割等について，再認識の徹底を図るた
め，研修を充実させている。
【体制について】
・教育相談における養護教諭の役割を校務分掌に位置付け，特別支援教育・生徒指導担当者との連携のもと，
児童生徒の心の居場所づくりに努めている。

・教育委員会は、資料「セン
ター研修2019」に養護教諭の
資質能力を明示している

・養護教諭について、要職として対応
するというのであればきちんと学校の
中心として対応する体制をつくらない
といけない

・教育委員会で目指している養護教諭
の中心的役割の実現の難しさと見え
づらさがある

・教育委員会は、養護教
諭の校内の中心的役割
について、ホームページ
で公表したり、各校を通じ
て保護者に周知するな
ど、見える化を図ること

2

各学校は，生徒指導問題について，具体の事例を用
いながら，チーム対応の確認，スクールカウンセラー
の活用に関する研修を年度当初に行うこと。特に研
修においては，震災，テレビゲーム，スマートフォン等
の影響を含む，発達段階をふまえた子どもの深層心
理に対する理解を含むこと

・いじめ防止や危機管理に関する教職員の対応力向上を図るため，校内研修会を全校で実施している。
・全教員がいじめを受けている児童生徒の心理状況を理解し，児童生徒に寄り添った聴き取りなどの対応を
行うことができるよう，各学校においてスクールカウンセラーによる校内研修を年間計画に位置付けて実施し
ている。また，教育委員会は，相談を受けた場合の児童生徒の特性や状況について，スクールカウンセラー
を交えて組織的な対応ができるようスクールカウンセラー全体研修やいじめ対策教員研修を行っている。
・いじめの定義等を確認し，「いじめは，どの子供にも，どの学校でも，起こりうるものである」との認識のもと，
些細な兆候や懸念，児童生徒からの訴え等，いじめの疑いに係る情報があった場合には，学校いじめ防止
等対策委員会を活用して組織的に対応することを，教職員へ周知している。

・年度当初にテレビゲーム、ス
マートフォンに関する研修は
行っていない

・提言No.2は、研修の中身について
踏み込まれている。これはまさに事
案について特に重要なポイントだと
思っている

・校長は、震災，テレビ
ゲーム，スマートフォン等
の影響を含む，発達段階
をふまえた子どもの深層
心理に対する理解を含む
研修を年度当初に実施す
ること

24 （３）より実行性のあるいじめ防止対策

・新任校長研修で，校長のケース対応について具体的な事例をもとに講義と演習を行った。また，高等学校等フ
レッシュ先生１年次研修，フレッシュ先生２年次・４年次研修，臨時的任用教員研修において，具体的な事例検討
を主とする実践的な演習を行っている。
・「教職員相談支援室」の紹介を，フレッシュ先生１年次・２年次・３年次・４年次研修，５年次ブロック研修，ミドル
リーダー研修で行った。スクールロイヤーについては，校長研修，教頭研修，中堅教諭等資質向上研修，フレッ
シュ先生３年次研修，高等学校等フレッシュ先生１年次研修等で行っている。

・キャリアステージに合わせて
研修を実施する意図は伝えて
いない

32 （８）適切な事後の対応

・各学校で，文部科学省作成「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」，「子供の自殺が起きた
時の背景調査の指針」，「不登校重大事態に係る調査の指針」などを校内研修において定期的に取り
上げ，重大事態が発生した場合には，教育委員会と連携を図りながら組織的に対応できるよう取り組
む体制を整えている。
【体制について】
・各学校では，いじめ重大事態が発生した際の対処方針を定め，毎年，年度始めに全教職員で共有している。

・組織力の向上に資する研修
体系を示した上で校内研修を
してはいない

・仙台市や教育委員会としてどの
ように対応するのかというところを
明確にすべき

・教育委員会は、研修の
効果を各学校の組織的な
対応の充実につなげるこ
とができるよう、学校へ研
修体系を示すこと

・重要な研修は全教職員で共有す
べきである

・中学校区での教員の交流は、いじ
めの対応力や意識の向上を図ると
いう意味で教員の意識啓発にプラ
スに働くのではないか

・提言に対する施策のほとんどが
事後対応についての内容である。
しかし、実際の学校現場では、人
間関係づくりや授業づくりなどの未
然防止に取り組んでおり、こういっ
た取組みについての議論も必要で
はないか

・教育委員会は、研修受
講者が伝達研修を実施す
るにあたり、その方法につ
いて具体的に示した手引
きやガイドラインを作成
し、学校長を通して、教員
への周知を図ること

・校長は、日頃より近隣の
市立学校等と十分な連携
を図り、いじめの防止等に
係る情報共有や事例検討
などを行う合同研修を設
定し、実施すること

２
学
校
に
お
け
る
研
修

(

1

)

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

２
（１）

・市立学校では、いじめ対策ハ
ンドブックを使った校内研修を
実施している

・各校では、児童生徒理解を
目的とし、問題行動等の情報
共有を行っている。特に、家庭
における不規則な生活やネッ
トトラブルの事案がある場合に
は、民間団体や大学教員を講
師に招いて校内研修を行う学
校もある
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対応表No. 令和元年度の教育委員会の施策 施策に関する説明等
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大項目 中項目 番号 提言 評　価 改善に向けた方向性
現　状

15
各学校においては，中学生の発達段階の特性を踏ま
えた教育相談の知識とスキルの向上を図ること，自
立の支援と問題解決の支援をバランスよく行うこと

・いじめ対策担当教諭を中心に児童生徒理解に係る校内研修の充実を図り，担任教諭のスキル向上
に努めている。
・教育委員会は，中学校教員について，支援を要する生徒にきめ細かく対応するために，心理や福祉
の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用するなどしながら，教育相
談に係る知識やスキルの向上を図るための研修を充実させている。

23
（２）教師のいじめの聴き取りを行う実践的なスキルの
向上

・各学校において，いじめ対策ハンドブックや教師のための生徒指導ハンドブック等を活用した研修を行
い，教員が児童生徒理解に努めるとともに，児童生徒との信頼関係を構築し，児童生徒自身がいじめの被
害を早期に相談できるような環境づくりを行っている。教育相談課のいじめ不登校対応支援チーム訪問時
に，各学級の参観を行い，必要に応じて，対応について指導・助言している。
・いじめ事案の事実確認や関係児童生徒への指導，保護者への説明等の対応について，スクールロイヤー
の協力も得ながら各学校での研修を行い，教員の対応力の向上を進めている。
・全教員がいじめを受けている児童生徒の心理状況を理解し，児童生徒に寄り添った聴き取りなどの対応を
行うことができるよう，各学校においてスクールカウンセラーによる校内研修を年間計画に位置付けて実施
するとともに，相談を受けた場合の児童生徒の特性や状況について，スクールカウンセラーを交えて組織的
な対応ができるようスクールカウンセラー全体研修やいじめ対策教員研修を行っている。
・発達障害に関する基本的な知識や対応に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を行って
いる。
・令和元年度の特別支援教育実践研究報告会にて有識者を招聘し，「発達障害と少年非行」についての研
修を行った。
・精神疾患に係る基本知識や適切な対応等の普及に向け，仙台市精神保健福祉総合センター（はあとぽー
と仙台）等の職員を講師とした研修等を行っている。

27
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
①多様な価値観の尊重と個別性への対応

・令和元年１０月に「人権教育研修」を実施した。令和２年についても１０月に研修会を実施する予定で
ある。

28
（５）すべての生徒の個別性・多様性への対応
②特別な配慮を要する生徒への対応力を向上させる

・特別な配慮を要する児童生徒への適切な対応に関する研修について，個々の特性の理解や適切な
支援の日常的な実施に必要なスキルの習得，専門性の向上につながる研修を行っている。また，教
職員の様子やアンケートの結果等を踏まえ，さらに充実した研修となるよう計画している。

24 （３）より実行性のあるいじめ防止対策

・新任校長研修で，校長のケース対応について具体的な事例をもとに講義と演習を行った。また，高
等学校等フレッシュ先生１年次研修，フレッシュ先生２年次・４年次研修，臨時的任用教員研修におい
て，具体的な事例検討を主とする実践的な演習を行っている。
・「教職員相談支援室」の紹介を，フレッシュ先生１年次・２年次・３年次・４年次研修，５年次ブロック研
修，ミドルリーダー研修で行った。スクールロイヤーについては，校長研修，教頭研修，中堅教諭等資
質向上研修，フレッシュ先生３年次研修，高等学校等フレッシュ先生１年次研修等で行っている。

21
教育委員会は，これらの提案の実現のために人的物
的支援および教職員の労働環境の改善を図ること

・いじめ防止に係る教員の対応力向上のために，学校における研修への講師派遣やいじめ対応の成
功事例を盛り込んだマニュアルの配付等を含めた支援を行っている。
【体制について】
・平成29年度からの全中学校（青陵中等教育学校・鶴谷特別支援学校を含む）におけるいじめ対策専任教諭の
加配配置を継続し，小学校における児童支援教諭の配置校を拡大するとともに，いじめ対策支援員の配置，いじ
め対策等に係る指導助言を行ういじめ不登校対応支援チームによる学校巡回などを継続して実施している。

31 （８）教員の負担の軽減

・各学校に於いて，校長のリーダーシップの下，いじめ対策担当教諭を中心とし，いじめへの組織対応
ができる校内体制，教育相談体制の構築ができるよう，合同校長会やいじめ対策担当研修，いじめ不
登校対応支援チーム訪問を通じて，指導・助言している。
【体制について】
・令和元年度から中学３年生に３５人以下学級を拡充し，中学校全学年で導入済みである。また，児童支援教諭
については，令和元年度には前年度の７７校より１２校多い８９校に配置を拡充している。
・平成31年４月に，教育委員会としての業務改善の考え方や研修の削減数など具体的な取組を取りまとめた「学
校における働き方改革の推進について（通知）」を発出し，教員の多忙化解消に向けた取組を推進している。ま
た，令和元年12月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法
律」の成立を契機に，本市においても条例改正と規程整備を行い，今年度から教員の在校等時間を月45時間以
内，年360時間以内とする上限を定め，さらに学校における働き方改革を推進することとしている。
・平成31年３月に行った運動部活動の方針に則った取組状況の調査では，週２日以上の休養日の設定は９５％
の運動部で，平日２時間程度の活動時間は９７％の運動部で，休業日3時間程度の活動時間は８３％の運動部で
遵守している結果となった。さらに部活動指導員については，平成30年度３名の任用配置から，９名８校（令和２年
４月１日現在）の配置へと増員し，多忙化解消を含めて，より効率的な部活動運営を目指している。

6
教育委員会は，全市的な研修や協議を行うなどの方
法により，校内研修の実施内容を点検し，充実を図る
こと

・学校のいじめ防止・対応に係る校内研修の充実を図るため，研修事例の紹介や講師派遣を行うとと
もに，生徒指導担当やスクールカウンセラー担当の教員を対象とした研修会を実施し，効果的な研修
方法等の周知を図っている。
・教職員に対するいじめ防止に係る研修会を適時実施している。

・研修内容を教員一人ひとりの対応
力の向上につなげていくには、個々
の事案にどう取り組むのかというこ
とが大切である。特に、若手教員を
中心にいじめ対応の経験が少ない
教員は、事案に対して丁寧に対応
することで力をつけていくことになる

・軽微な事例でも丁寧に対応してい
くことを繰り返していくことが一番の
研修である。さらに対応後の振り返
りを行うことで現場の力はより高
まっていく

・教員が研修を受けたことが重要
なのではなく、研修を受けたことを
踏まえた上でいじめ対応力の向上
につながらなければいけない

・校長は、若手教員のいじ
めに係る対応力の向上に
ついて喫緊の課題である
と捉え、いじめの防止等
に関するOJTの推進等に
より、若手教員等を含め
た学校の組織的ないじめ
対応力の向上に努めるこ
と

・校長は、日常的ないじめ
事案への対応やその振り
返りが教員のいじめ対応
力の向上に資することを
理解し、校内研修やOJT
の組織的な推進を図るこ
と

・教育委員会は、研修を
受講した教員が、研修内
容を具体のいじめの対応
等に結び付けるよう、定
期的に働きかけを行うこ
と

・校長は、日頃より近隣の
市立学校等と十分な連携
を図り、いじめの防止等に
係る情報共有や事例検討
などを行う合同研修を設
定し、実施すること
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・学校では、日常的に小さな事
案が発生するので、その都
度、朝の打合せなどで対応の
仕方を確認している

・結果的に教員一人ひとりの対応
力が向上し、実践につながればよ
いのだから、研修の効果を無理に
測らなくてもいいのではないか

・複数校が集まっての研修や情報
共有を行うことは、学びの場にもな
り実効性も上がるので、評価や効
果測定が必須ということでなくても
よいのではないか

・細かなチェックよりも、学校間の情
報共有の仕組みが必要ではないか


